
これまでに実施したパブ
リックコメントの結果は
市公式ウェブサイト
（http://www.city.no�
boribetsu.lg.jp/docs/
2017033�
100063/）
でご覧い
ただけま
す。

　市は、基本的な構想・計画や市民生活に大きく影響する条例などの
制定・改廃の案について、決定前に公表し、市民の皆さんから寄せら
れた意見を考慮しながら、最終案を作成しています。

◎パブリックコメントを実施する案件
▶案件名　登別市生活排水処理基本計画（案）
▶�概要　平成11年12月に策定した本計画は、生活排水の適正処理を行うため、市内の生活排水（し尿や
生活雑排水）をどのような方法で、どの程度処理していくかを定めるとともに、生活排水処理を行う
過程で発生する汚泥の処理方法など、生活排水処理に係る基本方針を定めるものです。これまでに３
回の見直しを行っている現計画（第４次計画）は、策定してか
ら５年が経過しており、状況の変化などがあることから、第５
次計画を策定します。
▶募集期間　２月５日㈪～３月７日㈬
▶�閲覧場所　市役所１階市民ロビー、各支所、市民会館、しんた
21、市立図書館、市立図書館アーニス分館、市民活動センター、
環境対策グループ（クリンクルセンター内）に備え付けるほか、
市公式ウェブサイトにも掲載しています。

▶�意見の提出方法　閲覧場所に備え付けの専用用紙または任意の
用紙に①案件名、②住所、③氏名、④電話番号、⑤意見を記入
し、閲覧場所に備え付けの意見箱に投函するか、郵送または
ファクス、Ｅメールで環境対策グループ（〒059－0002幸町２丁目５、思�２５８５、Eメール：
cleancle@city.noboribetsu.lg.jp）に提出してください。
※�電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。
▶�意見の例　「○○について、△△と記載されているが、□□という記載も必要ではないか」、「○○
事業に係る△△の目標値について、□□の理由から◇◇とすべきではないか」など、皆さんの意見を
お寄せください。
▶�意見に対する回答　寄せられた意見に対する市の考え方は、市公式ウェ
ブサイトに掲載するほか、閲覧場所に閲覧ファイルを備え付けます。
※�意見を提出された方に対して、個別の回答は行いません。
※�意見を提出された方の住所、氏名、電話番号は公表しません。
▶問い合わせ　環境対策グループ（クリンクルセンター内・☎�２９５８）

◎パブリックコメントを終了した案件
▶案件名　第７期登別市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（案）
▶募集期間　平成29年11月１日㈬～11月30日㈭
▶�提出された意見数　０件
▶�問い合わせ　社会福祉グループ（☎�１９１１）

パブリックコメント（意見公募）のお知らせ
～皆さんからの意見を募集します～

▲�生活排水の処理を行う若山浄化セン
ター
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